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区
政
区
政
をを
た
だ
す

た
だ
す

第
２
回
定
例
会

一

般

質

問

　

女
性
の
社
会
進
出
は
著
し
い
が
、

出
産
・
育
児
を
機
に
退
職
す
る
女

性
の
割
合
は
６
割
以
上
と
高
い
。　

①
認
定
こ
ど
も
園
は
、
保
育
園
の

待
機
児
童
解
消
の
有
効
な
手
立
て

で
あ
る
が
、
十
分
に
区
民
に
理
解

さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
区

長
の
見
解
は
。
②
今
後
は
、
幼
稚

園
、
保
育
園
、
認
定
こ
ど
も
園
が
、

特
色
を
生
か
し
な
が
ら
、
就
労
支

援
や
子
育
て
支
援
に
取
り
組
め
る

よ
う
、
積
極
的
に
支
援
す
べ
き
で

は
な
い
か
。
③
私
立
幼
稚
園
に
は
、

新
し
い
機
能
の
付
加
が
難
し
い
園

も
あ
る
。
園
舎
の
改
修
な
ど
の
際

に
、
支
援
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。

　

区　

長　

①
認
定
こ
ど
も
園
は
、

保
育
園
の
待
機
児
解
消
の
有
効
な

制
度
と
認
識
し
て
い
る
。
区
と
し

て
も
推
進
し
、
周
知
に
努
め
た
い
。

②
幼
稚
園
や
保
育
園
が
、
幼
児
総

合
施
設
へ
と
機
能
を
拡
充
で
き
る

よ
う
、
必
要
な
支
援
を
行
う
。
③

私
立
幼
稚
園
が
一
定
の
基
準
を
満

た
す
改
修
を
行
な
う
際
に
は
、
必

要
な
支
援
を
行
い
た
い
。

区
民
の
健
康
を
守
る

特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
を

　

平
成
20
年
度
か
ら
生
活
習
慣
病

に
着
目
し
た
特
定
健
診
お
よ
び
特

定
保
健
指
導
が
開
始
さ
れ
る
。
①

特
定
健
診
等
実
施
計
画
の
策
定
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。
②
受
診
者
の
自

　

来
年
度
か
ら
、
40
歳
以
上
を
対

象
に
医
療
保
険
者
に
よ
る
特
定
健

康
診
査
が
始
ま
る
が
、
現
行
の
区

民
健
診
は
35
歳
以
上
で
あ
る
。
①

国
民
健
康
保
険
の
特
定
健
康
診
査

も
35
歳
以
上
と
す
べ
き
で
は
な
い

か
。
保
険
者
と
し
て
実
施
で
き
な

け
れ
ば
、
区
の
事
業
と
し
て
実
施

し
て
は
ど
う
か
。
②
他
の
医
療
保

険
加
入
者
の
被
扶
養
者
も
利
用
で

き
る
よ
う
に
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

　

区　

長　

①
35
歳
か
ら
39
歳
ま

で
は
特
定
健
診
の
対
象
外
に
な
る
。

健
康
づ
く
り
に
お
け
る
健
診
の
重

要
性
を
踏
ま
え
、
実
施
内
容
を
検

討
し
て
い
く
。
②
厚
生
労
働
省
に

お
い
て
、
被
扶
養
者
の
健
診
に
つ

い
て
、
区
市
町
村
実
施
の
健
診
と

の
関
係
が
論
議
さ
れ
て
お
り
、
情

報
収
集
に
努
め
る
。

中
野
駅
北
口
改
札
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
対
策
を
進
め
よ

　

中
野
駅
北
口
改
札
の
横
に
あ
る

旅
行
会
社
を
移
転
し
、
車
椅
子
に

対
応
す
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
計
画
が

　

定
率
減
税
廃
止
と
住
民
税
の
フ

ラ
ッ
ト
化
が
、
区
民
生
活
を
直
撃

し
て
い
る
。
①
住
民
税
増
税
で
生

活
保
護
と
同
水
準
と
な
る
区
民
の

住
民
税
を
減
免
す
べ
き
で
は
。
②

増
税
に
連
動
し
た
国
民
健
康
保
険

料
や
介
護
保
険
料
の
引
き
上
げ
分

を
据
え
置
き
、
救
済
対
策
を
講
じ

る
べ
き
で
は
。
③
高
齢
者
・
障
が

い
者
な
ど
の
低
所
得
者
に
手
当
な

ど
を
実
施
し
て
は
。

　

区　

長　

①
現
時
点
で
は
、
減

免
は
考
え
て
い
な
い
。
②
19
年
度

は
、
国
保
料
増
額
を
抑
制
す
る
経

過
措
置
を
設
け
た
。
い
ず
れ
の
保

険
料
も
、
算
定
方
法
の
変
更
、
減

額
制
度
の
新
設
は
考
え
て
い
な
い
。

③
手
当
な
ど
の
金
銭
給
付
を
新
た

に
実
施
す
る
考
え
は
な
い
。

住
宅
耐
震
補
強
工
事
に
助
成
を

　

当
区
以
外
の
22
区
で
、
耐
震
補

強
工
事
助
成
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

区
で
は
、
全
戸
訪
問
や
無
料
の
耐

震
診
断
を
行
っ
て
き
た
が
、
９
割

が
安
全
基
準
を
満
た
さ
ず
、
そ
の

う
ち
１
割
弱
し
か
改
修
さ
れ
て
い

な
い
。
耐
震
診
断
の
結
果
、
補
強

　

中
野
を
生
活
の
拠
点
に
す
る
と
、

新
宿
、
渋
谷
な
ど
近
隣
の
都
市
に

自
転
車
で
ア
ク
セ
ス
が
で
き
る
。

こ
れ
は
中
野
の
魅
力
で
あ
り
、
行

政
と
し
て
支
援
す
る
仕
組
み
を
つ

く
る
こ
と
は
、
中
野
の
顔
づ
く
り

や
環
境
、
健
康
、
安
全
、
商
業
の

視
点
で
も
効
果
的
と
考
え
る
が
ど

う
か
。

　

区　

長　

中
野
は
ま
ち
か
ら
ま

ち
へ
す
ぐ
移
動
が
で
き
、
そ
れ
ぞ

れ
の
ま
ち
が
個
性
的
で
あ
る
こ
と

が
魅
力
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

自
転
車
だ
け
で
な
く
、
高
齢
化
が

進
む
時
代
で
は
、
歩
い
て
暮
ら
せ

る
ま
ち
が
大
事
に
な
っ
て
く
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
道
が
狭
い
た
め
、

自
転
車
は
歩
行
者
に
対
し
て
脅
威

に
な
り
つ
つ
あ
る
。
自
転
車
の
走

行
環
境
を
整
備
す
る
一
方
、
マ
ナ

ー
を
徹
底
し
て
い
く
こ
と
が
大
事

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の

モ
デ
ル
校
設
置
を

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の

成
功
事
例
は
、
も
と
も
と
地
域
に

力
が
あ
る
場
合
や
、
校
長
先
生
な

ど
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
が
先
導
す
る

場
合
な
ど
が
中
心
的
で
あ
る
が
、

必
ず
し
も
汎
用
性
が
な
い
た
め
、

全
校
で
の
実
践
を
可
能
と
す
る
方

法
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
実

際
に
地
域
と
連
携
が
と
れ
て
い
る

学
校
を
対
象
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

ス
ク
ー
ル
の
視
点
で
分
析
す
る
こ

　

放
置
自
転
車
は
歩
行
者
の
安
全

を
阻
害
し
、
ま
ち
の
景
観
を
大
き

く
損
な
っ
て
い
る
。
区
内
で
、
駐

輪
場
が
未
設
置
で
、
規
制
区
域
を

指
定
し
て
い
な
い
の
は
新
中
野
駅

の
み
で
あ
る
。
①
新
中
野
駅
周
辺

の
放
置
自
転
車
の
実
態
は
。
②
杉

山
公
園
地
下
を
利
用
し
た
駐
輪
場

設
置
の
検
討
状
況
は
。
③
新
中
野

駅
東
側
の
駐
輪
場
確
保
の
見
通
し

は
。

　

区　

長　

①
新
中
野
駅
周
辺
に

は
約
７
０
０
台
の
放
置
自
転
車
が

あ
る
。
②
20
年
度
に
概
ね
３
０
０

台
規
模
の
自
転
車
駐
車
場
を
整
備

す
べ
く
計
画
立
案
を
進
め
て
い
る
。

③
駅
東
側
で
の
整
備
用
地
を
検
討

し
て
い
る
。

新
中
野
駅
の

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
置
を
進
め
よ

　

新
中
野
駅
の
下
り
方
向
の
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
設
置
が
ま
も
な
く
完
成

予
定
だ
が
、
上
り
方
向
の
エ
レ
ベ

己
負
担
額
は
。
③
特
定
健
診
の
委

託
先
と
し
て
中
野
区
医
師
会
が
想

定
さ
れ
る
が
、
交
渉
予
定
は
。

　

区　

長　

①
今
後
、
特
定
健
診

な
ど
の
枠
組
み
を
定
め
る
と
と
も

に
、
関
係
団
体
と
の
協
議
を
行
い
、

10
月
に
は
計
画
案
を
示
し
た
い
。

そ
の
後
、
都
と
特
定
健
診
実
施
率

の
目
標
値
な
ど
の
調
整
を
行
い
、

実
施
計
画
を
策
定
し
た
い
。
②
国

と
都
の
負
担
分
を
除
き
、
一
定
の

自
己
負
担
を
求
め
る
方
向
で
検
討

し
た
い
。
③
特
定
健
診
に
つ
い
て
、

医
師
会
と
情
報
交
換
を
行
い
、
枠

組
み
を
定
め
た
後
、
年
内
に
は
委

託
先
と
内
容
を
詰
め
て
い
き
た
い
。

Ｊ
Ｒ
に
あ
る
よ
う
だ
が
ど
う
か
。

　

区　

長　

業
務
施
設
の
移
転
と

改
修
に
よ
り
今
年
度
内
に
ス
ロ
ー

プ
を
設
置
す
る
こ
と
を
検
討
中
と

聞
い
て
い
る
。

今
後
10
年
を
見
据
え
た

図
書
館
計
画
を
策
定
せ
よ

　

今
後
、
図
書
館
は
地
域
の
文
化

水
準
を
示
す
公
共
施
設
と
な
る
。

新
時
代
に
対
応
す
る
た
め
、
改
修

が
必
要
な
野
方
・
本
町
図
書
館
を

地
域
拠
点
館
と
位
置
づ
け
、
中
央

館
、
地
域
拠
点
館
、
地
域
館
の
三

層
構
造
の
配
置
に
よ
る
蔵
書
計
画
、

ビ
ジ
ネ
ス
支
援
、
学
校
図
書
館
と

の
連
携
な
ど
、
今
後
10
年
を
見
据

え
た
図
書
館
計
画
を
策
定
し
て
は

工
事
を
行
う
住
宅
に
、
耐
震
補
強

工
事
費
助
成
を
行
う
べ
き
で
は
。

　

区　

長　

今
年
４
月
か
ら
、
耐

震
診
断
結
果
に
よ
る
補
強
工
事
設

計
費
の
助
成
を
開
始
し
た
。

近
隣
住
民
の
了
解
を
義
務
に

　

中
高
層
建
築
物
紛
争
条
例
で
は
、

建
築
主
は
「
建
築
計
画
に
つ
い
て
、

近
隣
関
係
住
民
の
了
解
を
得
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

と
で
、
拡
充
す
る
方
法
や
他
校
で

実
施
で
き
な
い
理
由
が
明
ら
か
に

な
る
の
で
は
な
い
か
。
具
体
的
に
、

モ
デ
ル
校
の
設
置
に
つ
い
て
、
検

討
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
今
後

の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
の
か
。

　

教
育
長　

地
域
の
中
で
学
校
運

営
に
か
か
わ
る
方
を
養
成
、
募
集

し
、
登
録
者
を
学
校
の
ニ
ー
ズ
に

合
わ
せ
て
派
遣
す
る
ス
ク
ー
ル
サ

ポ
ー
タ
ー
制
度
を
創
設
し
、
全
校

に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
化

を
図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

ど
う
か
。

　

教
育
長　

既
存
の
図
書
館
に
と

ど
ま
ら
な
い
、
幅
広
い
図
書
情
報

サ
ー
ビ
ス
の
体
系
を
構
築
す
る
必

要
が
あ
り
、
教
育
委
員
会
の
考
え

を
早
急
に
取
り
ま
と
め
た
い
。

さ
れ
て
い
る
が
、
紛
争
予
防
の
力

と
は
な
り
き
れ
て
い
な
い
。
こ
の

規
定
を
強
め
、
「
得
る
こ
と
」
と

条
例
改
正
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

区　

長　

こ
の
条
例
は
、
住
民

間
の
紛
争
に
つ
い
て
当
事
者
間
の

話
し
合
い
を
基
調
と
し
て
第
三
者

の
調
整
を
行
う
も
の
だ
。
近
隣
住

民
の
了
解
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
、

そ
の
趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な
い
た
め
、

条
例
を
改
正
す
る
考
え
は
な
い
。

幼稚園で遊ぶ子どもたち

木造住宅の耐震診断

山手通りの自転車通行帯

野方図書館

認
定
こ
ど
も
園
制
度
を
活
用
し

働
く
女
性
の
育
児
支
援
を

自
由
民
主
党
議
員
団　

山
崎　

芳
夫

特
定
健
康
診
査
の

対
象
年
齢
を
引
き
下
げ
よ

公
明
党
議
員
団　

飯
島　

謹
一

区
民
負
担
を
軽
減
し

住
民
税
増
税
か
ら
区
民
を
守
れ

日
本
共
産
党
議
員
団　

来
住　

和
行

「
自
転
車
の
似
合
う
街
・
中
野
」

の
魅
力
を
活
用
せ
よ

民
主
ク
ラ
ブ　

奥
田　

け
ん
じ

新
中
野
駅
周
辺
の

放
置
自
転
車
対
策
を

自
由
民
主
党
議
員
団　

吉
原　

宏


